














































（別表２） 

 経営発達支援事業の実施体制 

経営発達支援事業の実施体制 

（令和 6年 2 月現在） 

（１）実施体制（商工会又は商工会議所の経営発達支援事業実施に係る体制／関係市町村の経営発達

支援事業実施に係る体制／商工会又は商工会議所と関係市町村の共同体制／経営指導員の関与体制

等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第７条第５項に規定する経営指

導員による情報の提供及び助言に係る実施体制 

 

  ①法定経営指導員の氏名、連絡先  

氏 名：平瀨 光一・田内 伸幸・辻 一徳・川合 隆義・杉浦 雅史 

連絡先：鳴海商工会 TEL：052-896-3331 

 

②法定経営指導員による情報の提供及び助言  

     経営発達支援事業の実施・実施に係る指導及び助言、目標達成に向けた進捗管理、事業の評

価・見直しをする際の必要な情報の提供等を行う。 

   当計画の法定経営指導員ついては、小規模事業者数多寡につき担当地区別にすることにより

効率的かつ円滑な支援を行うため 5名の配置とする。 

 

（３）商工会、関係市町村連絡先  

 ①鳴海商工会 

〒458-0801 愛知県名古屋市緑区鳴海町字乙子山 1番地の 3 

            TEL：052-896-3331  /  FAX：052-896-3381  

E-mail：narumi@mc.ccnw.ne.jp 

②名古屋市経済局 

  〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸 3 丁目 1番 1 号 

   産業労働部 産業企画課 

            TEL：052-972-2412  /  FAX：052-972-4139 

E-mail：2412@keizai.city.nagoya.lg.jp 

 

 

事務局長 

事務局 
法定経営指導員 5 名 

名古屋市経済局 
産業労働課 産業企画部 

鳴海商工会 
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